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開会 午後１時３０分 

 

大熊教育長   ただいまから令和７年第１１回小金井市教育委員会定例会を開会

します。 

 本日、穂坂委員より欠席届が提出されております。 

 初めに、日程の第１、会議録署名委員の指名についてです。 

 本日の会議録署名委員は、浅野教育長職務代理者と小山田委員に

お願いいたします。 

 

（委員一同異議なく、上記２名が選出された。） 

 

大熊教育長   次に、日程の第２、代処第２３号、小金井市学校運営協議会委員

の解嘱に関する代理処理について、日程の第３、代処第２４号、小

金井市学校運営協議会委員の委嘱に関する代理処理についての以

上２件を議題とするところですが、円滑な議事進行を図るため、一

括議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   異議なしと認めます。日程の第２及び日程の第３につきましては、

一括議題とすることに決定いたしました。 

 それでは、提案理由を説明願います。 

 

大澤学校    それでは、提案理由につきまして御説明申し上げます。 

教育部長    代処第２３号及び第２４号につきましては、学校運営協議会委員

の解嘱及び委嘱を行う必要が生じました。 

 本件につきましては、教育委員会の議決すべき事項であり、教育

委員会を開催する時間的余裕がなかったことから、小金井市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づきま

す代理処理をしましたことにつきまして、同条第２項の規定により、

その承認を求めるものでございます。 

 細部につきましては指導室長から御説明申し上げますので、よろ

しく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

平田指導室長  細部について御説明いたします。 



 -２- 

 学校運営協議会委員については、小金井市学校運営協議会に関す

る規則第９条により、２年間の任期の委嘱となっておりますが、別

紙、本町小学校学校運営協議会解嘱者一覧のとおり、令和７年１０

月１５日付の人事異動を受け、学校運営協議会委員の解嘱について

代理処理を行ったことから御報告するものであります。 

 続きまして、令和７年１０月１６日付で、先ほどの人事の代理処

理を受け、学校運営協議会委員の委嘱について、別紙、本町小学校

学校運営協議会委員名簿のとおり代理処理を行ったことから、報告

するものであります。 

 なお、委員の任期は令和９年３月３１日までとなります。 

 説明は以上です。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わりました。何か質問、御意見はございません

か。 

 よろしいでしょうか。 

 以上で質疑を終了いたします。 

 これから採決を行いますが、採決につきましては、１件ずつお諮

りすることといたします。 

 それでは、お諮りいたします。代処第２３号、小金井市学校運営

協議会委員の解嘱に関する代理処理については、原案どおり承認す

ることに御異議ございませんか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   御異議なしと認めます。本件について、原案どおり承認すること

に決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。代処第２４号、小金井市学校運営協

議会委員の委嘱に関する代理処理については、原案どおり承認する

ことに御異議ございませんか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   御異議なしと認めます。本件については、原案どおり承認するこ

とに決定いたしました。 

 次に、日程の第４、協議第６号、第４次明日の小金井教育プラン
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（案）についてを議題とします。 

 協議内容について説明をお願いいたします。 

 

大澤学校    それでは、協議内容につきまして御説明申し上げます。 

教育部長    本件につきましては、教育基本法第１７条第２項に規定しており

ます教育振興基本計画の策定に当たりましてパブリックコメント

を実施するため、協議を求めるものでございます。まずは、第４次

明日の小金井教育プラン（案）のパブリックコメントの御説明をさ

せていただく前に、私のほうから、教育目標、基本方針及びスロー

ガンにつきまして御報告いたします。 

 協議資料２の計画案、２０ページ、２１ページをお開きください。 

 ２０ページの教育目標では、前回の教育委員会定例会で御報告を

し、再度の確認とはなりますが、枠内の下から２行目にございます

生涯学習の目標につきましては「スポーツ活動」の前に「文化・」

を追加しております。 

 次に、２１ページの２の基本方針４についてでございます。 

 前回の教育委員会定例会におきまして、生涯学習分野の内容を協

議していただきまして、最終的には教育長に一任としたところでご

ざいます。その後、部局内で協議を重ねまして、基本方針４につき

ましては「学びを通じた豊かな人生の実現と知の循環による生涯学

習の推進」と変更しましたことを改めて御報告申し上げます。また、

説明文の後半の部分を「個々の成果の広がりが、やがて「まち」を

豊かにする」という表現に変更してございます。 

 最後に、２１ページの下段のスローガンについてでございます。 

 前回の教育委員会定例会で、教育委員会全体のスローガンから学

校、教育分野のスローガンに整理をさせていただきました。また、

その際には、教育委員の皆様からの御意見をいただいたところでご

ざいます。部局内で協議を重ねまして、スローガン自体につきまし

ては継承をすることとし、説明文を記載のとおり変更しております。 

 続きまして、第４次明日の小金井教育プラン（案）のパブリック

コメントにつきまして庶務課長より御説明申し上げます。 

 

内野庶務課長  それでは、パブリックコメントの細部について御説明いたします。 

 現計画の第３次明日の小金井教育プランが今年度で計画期間を

終了することに伴い、令和８年度から令和１２年度までを計画期間
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とする第４次明日の小金井教育プランを作成しております。 

 策定に当たりましては、学識経験者、学校教育部長、学校長、公

募市民で構成される小金井市教育プラン検討会議で検討を重ね、こ

の計画案に対して市民の皆さんの御意見を募集したいと考えてお

り、本計画案の協議をお願いするものであります。 

 資料の２、計画案の２２ページをお開きください。 

 先ほど学校教育部長から御説明いたしました教育目標、基本方針

を実現するための計画として、２２ページ以降に９つの施策、２６

の主要事業と、２３ページ以降に記載をしてございますが、合わせ

まして９９の主な取組と２７の指標を掲げて取りまとめてござい

ます。 

 続きまして、資料の一番最後、５８ページをお開きください。 

 ２、進行管理についてですが、毎年の点検・評価に加えまして、

４段落目ぐらいに記載をしてございますが、次期計画の指標につい

て、小学校５年生及び中学校２年生を対象として、毎年、教育委員

会のほうからアンケートを実施し、計画の進捗管理を行ってまいり

たいと考えてございます。 

 続きまして、資料の１のほうにお戻りいただきまして、パブリッ

クコメントの概要となります。 

 意見募集の実施期間につきましては令和７年１１月２０日から

１２月１９日までといたしまして、お寄せいただいた御意見につき

ましては、先ほど御説明いたしました小金井市教育プラン検討会議

で検討の上、令和８年２月頃を目途に検討結果を公表してまいりた

いと考えてございます。 

 説明は以上となります。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わりました。本件は協議事項でございます。 

 それでは、委員の皆様は、何かこの場で御発言等はございますで

しょうか。 

 

佐島委員    御説明ありがとうございました。 

 学校教育部長から、教育目標、それから基本方針、スローガン、

以下、御説明がございましたけれども、一部、前回から変更になっ

た部分についてはとてもいい方向であるというふうに考えており

ます。私としては、何度も申し上げていたスローガンがこうしてき



 -５- 

ちんと継承されているというのは大変喜ばしいことだなというふ

うに思っています。下の説明の文章もよろしいかなというふうに思

いました。 

 全体を通して見させていただきましたが、新しい教育目標を基に

きちっと新しい教育プランをつくられて、それとともに２２ページ

に示されているような施策の体系も整理をされて、これが、目標を

定めただけでなく、具体的な事業等にもしっかりとその精神が下り

ていくのだなということを感じさせていただいています。具体的な

その施策の展開のところを見せていただくと、指標を定めておりま

すが、現状値が結構高い値であってもさらに上を目指して高い数値

目標を立てていらして、非常に意欲的であるなというふうに感じて

いるところです。 

 それで、アンケート結果に関わって２つ質問をさせていただきた

いのですが、９ページのところにアンケート調査実施について御説

明をいただいています。教育委員会のほうで、この本教育プランの

策定に当たり、小学校５、６年生、中学校１、２年生を対象にアン

ケートを取ったということで、市の教育委員会としてきちっとアン

ケートを取っているというのは、子どもたちの声を聴くという観点

からも非常にすばらしいことだと思うのですが、一つ目にお伺いし

たいのは、このアンケート結果を取って、その結果をどこにどのよ

うに生かしているのか、こういう結果だったのでこういう施策が必

要だろうと思ってこういう施策を位置づけましたとかというよう

なことがあれば、具体的に一つでも二つでも教えていただければと

いうのが一つ目の質問です。 

 二つ目は、１１ページのところに主観的幸福の状況というのがあ

りまして、２２の「学校に通うのが楽しいか」とあり、これは文部

科学省の調査項目にもこういう言葉があるので、私は学校経営をす

るときにこれをすごく大事にしていた数値でした。これを見ると７

９.４％が肯定的な値となっていると思うのですけど、それと同様

のものが指標のほうで３８ページを見ると、「学校に行くことが楽

しいと回答した小・中学生の割合」というのが小学５年生で８７.

５％、中学２年生で８６.１％と、かなりこれは数値の開きがありま

す。これは様々な要因があるというふうに思うのですけれども、こ

の辺のところをどう教育委員会として捉えていらっしゃるかとい

うのをお伺いしたいと思います。 
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大熊教育長   いかがでしょうか。 

 

田村統括    こちらのアンケートにつきましては、まずは市の子どもたちの実 

指導主事   態をつかむというところがまず第１の目的だったと考えています。

もちろんこちらには、今後の計画に反映できそうな項目というもの

を検討した上で、さらにその実態を探ろうということでアンケート

を取ったものですので、具体的にこの回答がこの項目にということ

は今そこまでの整理はしていないところですが、反映はさせていた

だいて、検討していったという経緯があります。 

 また、二つ目の「学校に行くことが楽しいと回答した小・中学生

の割合」についてですが、こちらのプランの３８ページのほうにあ

ります現状値というのが、これが、恐らく今年度の最新の全国学力

調査の結果になります。ほかの項目の現状値につきましても同様と

なっておりますが、小金井市で実施したアンケートではなく、全国

学力調査やそのほかの似たようなアンケートの調査結果なども含

めて、表記しております。したがいまして、ここだけ小金井市で実

施したアンケートを持ってくるということはせずに現状値を記入

したものなので、少しずれが生じています。 

 やはり、この「学校に行くことが楽しいか」ということについて

も、その学年ですとかによって多少の数値の差が現れるものだと考

えておりますので、この現状値を基にしながらも１００％を目指せ

れば、ただ、その１００％ということにつきましても、学校に行く

ことがなかなか難しい、悩んでいるというお子さんもいますので、

様々そういうことも踏まえた上で、その子に応じた支援を、手だて

を打っていくというようなことで考えているところです。 

 以上になります。 

 

大熊教育長   質問ですけど、最初の主観的幸福の状況のアンケートはどこのも

のですか。３８ページは全国学力調査のアンケートということは分

かったのですけど、アンケートの取り方が違うということでいいの

ですか。 

 

内野庶務課長  先ほどの２点目のアンケートのところと、今の教育長からの御質

問に併せての御説明になります。 
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 まず、９ページにありますアンケートにつきましては、この第４

次明日の小金井教育プランを策定するに当たって小金井市の教育

委員会がアンケートを取ったというものになりまして、実施時期は

令和７年の１月から２月までですから、昨年度、令和６年度のとこ

ろで実施をいたしました。その分析を、支援委託もしてもらってい

る業者さんのほうにも協力をいただいて、結果を載せたものが１０

ページ以降の結果ということになります。 

 続いて、先ほど総括のほうから御説明をしたのですけれども、こ

の指標の現状値につきましては、２４ページのほうに注意書きを少

し載せています。 

 現状値の考え方についてということになりますが、第３次明日の

小金井教育プランの進捗管理については全国学力調査の結果をそ

のままダイレクトに使っておりましたが、第４次につきましては、

その取り方をやめて、教育委員会として独自にといいますか、直接

子どもたちにアンケートを取っていくというのが先ほど私が御説

明した進行管理の仕方になります。その考え方に沿って、対応の仕

方に沿って指標を考えていったときに、第３次計画のところまで使

っていたように、全国学力調査に載っている指標もたくさん使って

おります。 

 一方で、独自にアンケートを取りますので、全国学力調査にない

指標も独自につくってございます。ですので、この現状値の捉え方

は、基本的には令和５年度から７年度にかけての全国学力調査の数

値を使っているのですが、それでは拾えないようなものに関しまし

ては、教育委員会で行ったアンケートですとか、あるいは小金井市

で行っているアンケートで類似の質問等から現状値を推測してこ

こに記載をしている数値もございますので、そこに数字がずれてい

ると見えてしまうような部分もあろうかと思いますけれども、今の

ようなところの御説明で御理解をいただければと思います。 

 

佐島委員    分かったのですけれども、恐らくこの数値の違いというのは、そ

の対象の学年も違うし時期も違うし、もっと言えば、紙でやってい

るのかデジタルでやっているのかという問題もあるのかもしれま

せんけれども、その指標を定めていくに当たって、現状値というの

をきちっと統一しておかないと、今後進捗を、５年間にわたって新

たな、市として調査をして、それを図っていくという御説明があり
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ましたよね。 

 ということは、現状値をきちんと整理をしておかないと、様々な

要素、数値が入っていったときに、現状値よりも、ぐんと下がって

しまった、というふうに出てきてしまう項目ももしかするとあるか

もしれないですよね。現に、「学校に通うのが楽しいか」というのが

文部科学省の調査よりも１０ポイント近く下がった数字でこの令

和７年の１月、２月に数値として出てきているというところを考え

ると、この現状値の定め方がこれでいいのかどうかというのはやっ

ぱり慎重に判断をして、それで定めていかないとその事業の成果と

いうのは測れない、測りにくくなってしまうところがあるかなと思

うので、ここについては再検討を要望したいと思います。 

 

田村統括    ありがとうございました。 

指導主事    私の認識が違っていたら、また言っていただければと思うのです

けど、最初の「学校に通うのが楽しいか」、１１ページの主観的幸福

の状況なのですけれども、これは複数学年をまとめた数値になって

いるものです。ですので、全国学力調査が小学校だと６年生という

ことになりますので、そういうところでもちょっとずれが生じたと

いうところがあると思います。 

 ただ、今お話のあった、現状値と今後のアンケートの取り方とい

うことについては検討していかなければいけないなということで、

現時点で考えているところとしては、小学校５年生と中学校２年生

に毎年度アンケートを取ることによってその状況を把握していく

というところでは検討しているところです。今後の数字の取り方に

ついては、一定、安定した取り方ができるかなと思っています。 

 ただ、その現状値の値がこれでよいのかというところについては、

御意見として受け止めさせていただきたいと思いました。 

 

内野庶務課長  今、御説明をさせてもらったとおりですけれども、現状値をどう

把握をして、どういうふうにこのプランに記載をするかというのは、

事務局の中でも大変悩んだところでございます。 

 今、委員からお話がありましたように、学年がまず変わりますの

で、今まで全国学力調査は小学校６年生と中学校３年生ということ

で、１学年違うということで、そこだけをもっても数値に動きがあ

るのではないかというようなところは内部で議論は重ねました。 
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 一方で、現状値を全く出さずに目標値を掲げるというところにつ

きましては、なかなかそれも目標値の根拠といいますか、そういう

ところもありまして、その中でどうしていこうかといったときに、

ある意味、推測の値になっている指標もあるのですけれども、一定

現状値としてお示しをしていくほうがいいのではというところで

検討会議のほうに御説明をし、この形になったところでございます。 

 ですが、今、委員よりお話があったところは十分認識をしている

ところですので、御意見として受け止めさせていただいて、少し内

部でも検討させていただきたいというふうに考えております。 

 

大熊教育長   よろしいですか。 

 

佐島委員    はい。結構です。 

 

大熊教育長   ほかにございますか。 

  

小山田委員   今回、いろいろ基本方針等、本当に前回のこのプランとかなり変

わって、これからの子どもたちの未来を切り開くというところを考

えると、より最適なる方針が出せているのではないかと思いました。

生涯学習のほうも新たにもう一度再考していただいて、よりよくな

ったと思います。 

 私からひとつだけ意見としては、２５ページの「新しい時代に必

要となる資質・能力を育む教育」の施策１、主要事業①の授業変革

の推進というところですが、こちらに書いてあることはもちろんそ

のとおりなのですけれども、プラス、社会に開かれた教育課程とい

うのが今言われておりますので、これは、学校、コミュニティース

クールのほうにも関わってくるのですけれども、やはり社会に開か

れた教育課程を視野に入れた授業づくりの実現というか、そういっ

たことも何かできれば入れていただければと思いました。 

 この後、まだ数年間使うということですので、やはり今後、地域

のいろんな教育資源を生かした授業づくりということでも、ひとつ

授業が変革していくことになると思うので、可能であれば、何か社

会に開かれた教育課程というところの視点も入れていただけたら

と思いました。 
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田村統括    そうですね。コミュニティースクールの推進につきましては４５ 

指導主事   ページに少しあるのですけれども、ここの部分で「地域の教育資源

の活用」という表現があります。こちらには記載してあるのですが、

確かに授業の中で、その地域の教育資源を活用して開かれた教育課

程というところを意識して授業変革をしていくということも大切

だと思いますので、この部分をどういうふうにして入れられるかと

いうことについては、また少しここは御意見をいただいて、検討で

きるところがあれば、変更させていただきたいと思います。 

 

小山田委員   よろしくお願いします。 

 

大熊教育長   ほかにございますか。 

  

浅野教育長   ３点お話しさせていただきたいのですが、まず、先ほどの佐島委 

職務代理者  員の御質問にも少し関わるかなと思うのですが、調査のほかにワー

クショップも開かれていたと思います。こちらは、教育長のほうか

ら見せていただいた動画ですよね。 

        あれだけ積極的に参加してくださったので、その結果としてこう 

いう形になりましたよということをこちらからフィードバックす

るというようなことは考えていらっしゃるのかなということを伺

いたいというのが１点です。 

 あのときいろいろ出してもらって、取り入れられないところもあ

ったけど、こういうところは考慮してつくったよというようなこと

を伝えられると、子どもたちの声を聴くという基本的なコンセプト

にすごく沿った形になるのではないかなというふうに思いました。 

 ２点目は、概括的に言うと、学校種によって数字の違うところが

現状値においてあって、しかし、その目標値は学校種にかかわらず

同じになっているというところがあるように思います。 

 例えば、３１ページの「ＩＣＴを週３回」というのが典型的にそ

うで、小学校は９割ですが中学校は６割と、しかし目標値のほうは

どちらも９５％が設定されているのですね。恐らく学校訪問等を通

して思うに、学校種の違いは結構構造的なものなのだろうなと思う

のですね。だから、その違いを無視して同じ高い目標を設定してし

まうと、小学校のほうは達成できたけど中学校のほうは全く達成で

きなかったということになりはしないかなというところがちょっ



 -１１- 

と心配です。それが２点目です。 

 ３点目は、先ほど話題になりました「学校に行くことが楽しい」

という、指標ですけれども、３８ページです。例えば、同じページ

の４つ掲げられている指標の一番最後の「困りごとや不安がある時

に」、こちらは現状値が７割で目標値も７割になっています。私は、

これは極めて現実的な目標値でいいなというふうに思うのです。 

 それに対して「学校に行くことが楽しいと回答した小・中学生の

割合」は、目標値が１００％に設定されていて、細かく言うと二つ

のことを思っていて、８０％台から１００％に上げるのは結構難し

いだろうなということ、つまり９５％ぐらいまではいけると思いま

すけど、残り５％を上げるために相当なエネルギーが必要になるだ

ろうということがあります。 

 もう一つは、１００％になることが本当に望ましいことなのかと

いう、ちょっとこれは言い方が難しいのですけど、１００％を目指

そうとすることが本当に心地よい教室をつくるのかということで

すね。学校に行くことが楽しいとみんなに思わせたいと先生が頑張

ることが学校の空間を本当に、より居心地のいいものにするのかな、

というところが少し心配です。 

 以上３点です。 

 

内野庶務課長  まず、１点目です。ワークショップの結果といいますか、意見に

ついてどういうふうに取り入れたのかというところです。この間、

この取組を教育委員会内部で検討していくときに、そのワークショ

ップでのお子さんたちの御意見というのは十分にそれぞれの職員

が認識をした上で対応してきたということをまず御説明をさせて

いただきます。 

 その上で、このプランにおいてその部分が見えないというのは、

物すごく担当としても感じているところです。このパブリックコメ

ント後に、レイアウト自体もこれから支援業者のほうと調整をして

いくのですが、支援業者と今現状で話しているのは、何かそういっ

たところが分かるように記載ができないか、少しコラム的な感じで

もいいのですけれども、何かそういうことができないかというとこ

ろを協議しているところでございます。 

 どういう形になるかまだ現時点では何とも御説明ができないの

ですけれども、御意見として真摯に受け止めさせてもらって、対応
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を考えていきたいと考えております。 

 

浅野教育長   すみません、ちょっと補足ですけれども、分からないから問題だ 

職務代理者  ということが言いたいわけでは実はなくて、分かったほうがもちろ

んいいのですけど、例えば、恐らく本体の資料編に意見、提案が載

るのですよね。だからそこに、出た意見に何かマーカーして、この

意見についてはプランのところを参照みたいな形でリンクが貼れ

たらいいだろうなというふうには思うのですけど、申し上げたかっ

たのはもうちょっと初歩的なことで、子どもどもにこういう形で結

果が出たよということをお知らせしたほうがいいのではないでし

ょうか。この参加してくださった中学生たちに、君たちの意見を聞

いて僕らはこういうのをつくったよというのを直接送ってもいい

ですし、学校に送ってもいいと思うのですけど、フィードバックを

ちゃんとしたほうが子どもたちも、自分たちの意見はちゃんと聴か

れたのだという感覚を持つことができるのでいいのではないかな

という、そういうことです。 

 

内野庶務課長  この１６名のお子さんが参加をいただいたので、そのお子様たち

に対しては、出来上がりをきちっとお送りしなければいけないかな

と思っておりますし、それ以上に何か子どもたちがやってよかった

なと思えるようなところが少しでも、小さなことでもいいのででき

ればなというところを、業者のほうとも協議しています。教育委員

会のほうとしても少しどんなことができるかなということで検討

をしているというようなところでの説明ということになります。 

 

大熊教育長   大事な点ですね。 

 

田村統括    ２点目と３点目につきまして、私から答えさせていただきます。 

指導主事    まず、学校種によって違う数値というところと同じ数値というと

ころがありまして、例えばですけど、現状値で小学校と中学校で違

う数値が出た場合に、基本的な考え方としては、その数値に数％達

したところで目標として設定はさせていただいておりますが、先ほ

どのＩＣＴの活用などにつきましては、これは確かに小学校と中学

校の差は現状あるのですけれども、ただ、教育委員会としては、や

はりもうこの時代、ＩＣＴを活用するのは絶対に必要な力であろう
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と、さらにそういうＩＣＴを授業で積極的に活用してほしい、そう

いうところの思いもありまして、この部分は小学校、中学校ともに

同じ数値というところで考えさせていただいています。 

 ですので、その２つの考え方が少し混在しているところはあるの

ですけれども、基本的な考え方としてはそのような考え方でつくら

せていただきました。 

 

浅野教育長   なるほど。分かりました。この数値設定は、我々としてのスタン 

職務代理者  スの表明のようなところですか。 

 

田村統括    そういうところも少し入れてあります。 

指導主事    ３点目につきましては、学校に行くことが楽しいを１００％を目

指すのがよいかどうかというところにつきましては、様々な御意見

もいただいておりましたので、内部でも議論はしております。 

 そんな中で、例えば９０％を目標にした場合に、残りの１０％の

子どもたちは、じゃあいいのかというような御意見もあったりもし

ました。ただ、１００％を目指すことによって、学校に行かなけれ

ばいけないのか、楽しくなければいけないのかというような御意見

もやはりありましたし、考えもありました。 

 ただ、教育委員会としては、例えば学校に行くことが難しいお子

さんに対しても何かしらその支援をしていく必要があるだろう、そ

の子に合わせた支援まで放棄はできない。やはり、子どもたちに合

わせた様々なニーズに合わせた支援というものを検討し、対応して

いかなければいけないというところもあり、数値としては１００％

というふうな書き方をしたところではあるのですけれども、その裏

には、先生たちにも、様々な子どもたちに、その子に合わせた対応、

支援をしてほしいという思いもあり、このような数値になったとい

うところがあります。 

 以上であります。 

 

大熊教育長   気持ちはとても分かり、１００％を目指してほしいのですけど、

多様性を包摂するという教育目標を掲げたとき、これでなければな

らないという数字というのはどう考えたらいいのですかね。 
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大澤学校    前回、浅野委員から、長期計画審議会のことも含めて同じような 

教育部長   御意見をいただいたというふうに認識してございます。それに関し

て、我々のほうも中でもんだところもあったのですけれども、前期

の基本計画でも１００というふうな形で数字を出していた経過が

あり、やっぱり、ここで伺っている状況も踏まえて、９０幾つとい

うところもなかなか出しにくいというところも検討の結果として

はあったというところです。 

 おっしゃっている意味は本当に我々としても理解をさせていた

だいているところで、計画と計画のタイミングというところもあり

つつ、さっき統括指導主事のほうからもお話がありましたけど、全

体としてはこの数字を出させていただいたというところがありま

す。今後やはり、どうしても長期総合計画との整合も取っていかな

ければいけないというところもありますので、これにつきましては

多分引き続きの課題というふうな形になりますし、その辺に関して

は今後とも整合性を取っていくという形でまとめさせていただき

たいというふうなお願いでございます。 

 

大熊教育長   そこも難しい問題ですね。 

 

浅野教育長   御説明は分かった気がします。１００％というふうに数字を出し 

職務代理者  ているけど、９０何％までは文字どおりの目標で、残り数％に関し

ては、そこは、学校に来ない子あるいは来ることが楽しくないと思

っている子たちに関しても、我々は何もしないということはないの

だということの、何というか、それを数字で表すとプラス数％にな

って全部足すと１００％になると、こんな感じなのですよね。だか

ら、そこのところがちゃんと伝わるといいなと思います。 

 あと、整合性は全くそのとおりで、一旦上げてしまったのでこれ

を下げるというのは、なかなかに難しいところがあるだろうと思い

ます。 

 ありがとうございます。 

 

大熊教育長   このことは、説明するときでもしっかりと説明していくというこ

とが大事だと思いますので、各学校に周知するときは、今後もその

ことをやはりしっかりと伝えていってほしいと思います。強制では

ないですが、目指したいという思いですね。 
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 ほかにございますか。 

 

佐島委員    先ほどの浅野委員の一つ目の意見、子どもたちの声を生かすとい

うことについて、庶務課長のほうで、今後、出すときに表し方を工

夫したいというお話があったので少しお伝えをしておきたいので

すけど、東京都の第５次の教育ビジョンをつくるときに子どもたち

の声をたくさん聴いて、それで、実際に出したときに、子どもたち

の実際の声を本当に幾つかですけど載せているんですよね。 

 そういうような形で、こんな意見があってと、こういうものを参

考にしてつくりましたというだけでも違うと思うし、東京都はその

後の子ども版教育ビジョンまで作っていますけど、そこまでやるか

どうかは考えていただいて、でもやっぱり、子どもたちの声を聴い

て、子どもたちのために進めて、子どもたちにまた返していくとい

う、それをやっぱりきちんと忘れないでやっていく必要があるのか

なというふうに思うので、ぜひその部分はよろしくお願いします。 

 

大熊教育長   その他、ご意見等はよろしいでしょうか。 

それでは、皆様からの御意見を踏まえ、第４次明日の小金井教育

プランの案を取りまとめるとともに、パブリックコメントに係る所

要の事務作業を進めてまいります。なお、事務の内容につきまして

は、私、教育長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   異議なしと認めます。 

 次に、日程の第５、協議第７号、教育に関する事務に係る予算に

対する意見についてを議題といたします。 

 協議内容について説明をお願いいたします。 

 

大澤学校    本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

教育部長   第２９条の規定により、教育に関する事務に係る予算に対する意見

を市長に提出するに当たりまして、別紙につきまして協議を求める

ものでございます。 

 別紙、令和８年度教育委員会予算要求に係る主要事業一覧を御覧



 -１６- 

ください。 

 今年度から、課名、具体的な事業名及び事業説明を資料としてお

示ししておりますので、御不明な点や疑問点などの御意見をいただ

ければと思っております。 

 なお、本日御協議をいただきました御意見等を踏まえまして、市

長に意見書を提出させていただきたいと思っております。 

 説明につきましては以上です。 

 

大熊教育長   事務局の説明が終わりました。本件は協議事項でございます。 

 それでは、委員の皆様は、何かこの場で御発言等はございますで

しょうか。 

 

佐島委員    質問と、それから意見を述べさせていただきますが、まず質問の

ほうは、学校教育部１２、１３、１４に出ている校内教育支援セン

ター支援員配置事業、それから水泳指導外部委託、それから校内水

泳授業支援業務委託と、ここに事業説明を４行ぐらいで書いていた

だいているのですけど、どういうものなのかなというのをもう少し

知りたいので、御説明を加えていただければありがたいです、１２，

１３、１４を中心に。 

 それから、要望というか意見ですけれども、まず学務課の７番、

８番の部分ですが、今年度、実際に学校訪問に伺ったときに、７月

でしたかね、かなり暑い時期に教室を回って、第２理科室に行った

らエアコンのない部屋でガスバーナーを使って実験をしていたク

ラスがありまして、生徒たちが暑い暑いというふうに言っておりま

したけれども、やっぱり学習する環境ではとてもないなという感じ

を受けました。 

 子どもたちの学習が、本当に今の気候というのは酷暑化している

と思うので、やっぱり普通教室だけでなく、まだ未設置でも、授業

で使う教室についてはぜひ設置をしていただきたいし、８番にある

ように、酷使するので、故障のリスクとかもすごく高くなってくる

と思うのです。そういう部分をしっかり予算化をして、子どもたち

の健康を守っていただきたいというのが一つです。 

 あと、庶務課の１、２、３の部分ですけれども、子どもたちが学

校に行く上で嫌だなと思う部分の一つはトイレです。だから、やっ

ぱりこの部分についてはきちんと改修を進めていただきたいし、３
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番のカーテン設置工事というのは、男女同室で着替えるというのは

今の時代はあまりよろしくないと。しかし、小金井市は教室が恐ら

く足りないのだと思うのです。余裕の教室があれば、ここは更衣室

としてそこに行って着替えるとかができるのでしょうけど、その場

所が確保できないということであればカーテン等を設置せざるを

得ないし、学務課の６番にある応援医をお願いしなければいけない

というのも、学校の大規模化の中での大変な部分だと思います。そ

ういう部分についてもきちっとこちらの項目で上げていただいて

いるように予算要求をしていただいて、学校のほうで子どもたちが、

あるいは先生方が困ることのないようにしていただきたいなとい

うふうに思います。 

 

小山田委員   追加というか補足というか、私も、今、佐島委員がおっしゃって

いたいろいろなものを伺いたいことは同意ですが、特に１３、１４

の水泳指導の外部委託、校内水泳授業支援業務委託というのは、痛

ましい事故があった後ですので、今どのような形で実施するという

ことになっているのかということを詳しく伺いたいです。 

 

平田指導室長  今、御質問にありました１２番、１３番、１４番について御説明

申し上げます。 

 まず、１２番の校内教育支援センター支援員配置事業についてで

ございます。現在、市内の小中学校では、不登校支援の場所として

校内別室という制度を用いたものが全部で６校、そして、国の制度

ですが、校内教育支援センターで運営している学校が２校ございま

す。 

 今後というところですけれども、この校内別室というのは東京都

の制度です。そして、校内教育支援センターというのは国の制度で

す。東京都も今後、国の校内教育支援センターという制度に一本化

していくという方向性を持っております。 

 指導室としては、まず、この制度をうまく活用していくというと

ころです。国の制度を活用すると補助を受けることができて、その

制度を活用しながら、対象の小中学校の数を増やしていきたい。将

来的には、全小中学校において校内教育支援センターを設置したい

という、そういった願いを持っているところでございます。 

 次年度においては、この校内別室を校内教育支援センターの制度



 -１８- 

に変更し東京都へ申請する。そして新たに小金井第三小学校と緑小

学校の校内教育支援センターを開設するように増やしていこうと、

予算計上させていただいたところです。全体としての大きな予算は

増やさないけれども、支援対象となる学校数が増えていくという、

そういった方向性で進んでおります。 

 ２つ目の１３番の水泳指導外部委託についてでございます。これ

は、昨年度と今年度、本町小学校において、水泳指導外部委託とい

うものを実施してまいりました。これらの過去の実績を踏まえたノ

ウハウを用いて、次年度は、緑小学校の５年生と６年生を対象に市

内の総合体育館のプールを使用して水泳指導外部委託を計画して

おります。 

 続きまして、１４番の校内水泳授業支援業務委託についてです。

これは、委員御指摘のとおり、本市における民設民営学童保育にお

ける水泳事故を踏まえて、様々、保護者の意見をいただいたところ

です。その保護者の意見の中でやはり大きいのは、小学校における

水泳授業が本当に安全でしょうかという意見でございます。 

 指導室といたしましては、水泳指導の安全確保、水泳授業の質の

向上、指導の充実、そして教員の働き方改革、そういったところを

踏まえて、全小学校の水泳授業の約半分に水泳指導のインストラク

ターを派遣する。そういった制度を新たにつくって、先ほどの安全

指導の充実、働き方改革を進めていこうと考えて予算計上をさせて

いただきました。 

 

大熊教育長   よろしいですか。 

 

浅野教育長   私のほうからは生涯学習部のほうについて２点、質問ということ 

職務代理者  ではなくて感想のようなことなのですが、一つ目は、１番目の小金

井市史のビジュアル版ですね、これはぜひ刊行を待ち望んでおりま

す。特に、ビジュアルということで、小学校で小金井市の学習をす

るときにも、もし活用できそうであれば、それは本当にありがたい

ことだなというふうに思います。 

 それから、これは拝見して、いずれも喫緊の課題というか、ぜひ

どれも実現してほしいなと思うところですが、私としては、７番に

ある図書館のＷｉ－Ｆｉ導入の事業です。これはもう教育委員会で

も数年前からずっと図書館の皆さんが頑張って進めてくださって、



 -１９- 

その一部としてここにあると思うのですけれども、着々とデジタル

化が進んできて、これはぜひ実現させたいなというふうに思うとこ

ろであります。 

 

大熊教育長   よろしいですか。今年度、プールの事故があって、このようなこ

とは２度と起こしてはいけないということで今回対応策を考えさ

せていただきました。小金井市は、この事故を忘れてはならず、今

後、安全指導にしっかりと取り組む姿勢を見せることになっていく

のではないか。そのことを教育委員会に表明したというふうに思い

ます。 

 今後も、予算的にはとても大変なことになるとは思うのですけれ

ども、これはやっていかなきゃいけないことじゃないかなというふ

うに考えています。 

 様々な御意見をいただきましたが、こういうことをしっかりと踏

まえて予算計上に尽力してまいりたいと、そんなふうに考えている

ところです。 

 今回、この教育に関する事務に係る予算に対する意見を取りまと

めて、所要の事務作業を進めてまいりたいと考えております。事務

の内容につきまして、私、教育長に御一任いただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   異議なしと認めます。 

 次に、日程の第６、報告事項を議題といたします。順次、担当か

ら説明願います。 

 初めに、報告事項の１、給食費の改定について報告願います。 

 

笹栗学務課長  学務課からは、給食費の改定について御報告いたします。 

 改定の理由といたしましては、昨今の食材費の高騰、特に米価の

高騰が課題となっております。１０月以降、新米に切り変わる時期

でありまして、米価は昨年４月と今年１０月とを比較し、約２.５倍、

高騰している状況です。これにより、小金井市学校給食の指針に掲

げる週３回以上の米飯給食の提供への懸念が生じております。 

 また、現状の食材費では、栄養価を維持して、かつ食品構成を保
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った学校給食の提供が難しくなっております。消費者物価指数の食

料の項目でも、直近１年間で約６.４％の値上がりとなっておりま

す。 

 そこで、消費者物価指数の基準年である令和２年度の給食費に直

近１年間の物価指数の平均を掛けた数値と東京都の補助の上限額

とを比較し、低い金額を新たな給食費として改定する予定です。改

定前の給食費から、小学校につきましては約５％増、中学校につき

ましては約７％増程度の改定となります。実施期間は、３学期であ

ります来年１月から３月までを予定としております。 

 財源についてですけれども、３学期の給食費の改定に伴いまして、

小中学校合わせて約７８０万円程度の経費が発生いたします。その

８分の７を東京都の補助及び市町村総合交付金というもので賄わ

れますので、残り８分の１であります約９８万円が市の持ち出し分

となります。追加経費の７８０万円については、今年度予算の中で

適切に対応してまいります。 

 

 

大熊教育長   ただいまの報告に関して、何か質問等はございますか。 

 付け足しでございますが、私どもが学校に行ったときの給食費は

上がります。子どもたちだけの補助ですので、よろしくお願いいた

します。結構な金額になりますよね。 

 

笹栗学務課長  高学年ですと２０円ほど、３４０円が３６０円となります。 

 

大熊教育長   ということでございます。よろしいですか。 

 以上で報告事項１を終了いたします。 

 それでは、報告事項の２、その他です。学校教育部から報告事項

があれば発言願います。 

 

大澤学校    特にございません。 

教育部長 

 

大熊教育長   次に、生涯学習部から報告事項があれば発言願います。 

 

平野生涯    特にございません。 
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学習部長 

 

大熊教育長   以上で報告事項２を終了いたします。 

 次に、報告事項の３、今後の日程についてですが、詳細について

は配付資料のとおりとなります。 

 その他、日程について何か質問等はございますか。よろしいです

ね。 

 以上で報告事項３を終了いたします。 

 次に、日程の第７、代処第２５号、副校長の任命に係る内申の代

理処理についてを議題とするところですが、本案は人事に関する事

件で、小金井市教育委員会会議規則第１０条第１項に規定する事件

に該当するため、非公開の会議が相当と判断いたしますが、委員の

皆様、御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同異議なしの声） 

 

大熊教育長   全員異議なしと認め、秘密会を開会いたします。 

 準備のため、休憩いたします。 

 傍聴人の方におかれましては席を外していただくことになります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後２時２９分 

再開 午後２時３５分 

大熊教育長   再開します。 

       以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして、令 

和７年第１１回教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後２時３５分 


